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杉並区環境課は、本年 11月 5日にお会いした際、本件コンクリート基礎は「産廃である」と何

度も明言されていましたが、その後、清水総合開発等からの「工作物」としての「解体工事計画届

出書」を受理されました。これは、「産廃でなく工作物」と見解を変更されたことを意味します。 

この見解の変更は、本件経緯から推察しますと、東京都産廃対策課の見解に依拠したものと

思われますが、何に依拠したものであれ、環境省通知環循適発第 2109301号・環循規発第

2109302号（令和３年 9月 30日）がありますから、杉並区として、同通知に基づいて「廃棄物か

否か」を判断しなければなりません。 

したがって、本件コンクリート基礎について「産廃でなく工作物」と判断された根拠を以下、説明

してください。 

 

１． もしも、その根拠が日本建設業連合会ガイドラインにあるならば、同ガイドラインが挙げて 

いる、直接利用しない場合でも「廃棄物に該当しない」地下躯体と判断できるための三条件 

（下掲の日本建設業連合会発行のリーフレットを参照）を本件コンクリート基礎が満たしているこ 

とを説明してください。 

 

  また、同ガイドラインと同趣旨で出された上記環境省通知が、「第３ 地下工作物の取扱い 

について」で挙げている「存置の対象となる地下工作物」に該当するための四条件を本件コン 

クリート基礎が満たしていることを説明してください。 

２．もしも、その根拠が総合判断説（最高裁判決）にあるならば、総合判断説の挙げる五条件 

のそれぞれに基づき、「本件コンクリート基礎が廃棄物でないこと」及び「本件コンクリート破 

片が廃棄物であること」を別紙 Excel表への記入を通じて説明してください。 

３．もしも、その根拠が日本建設業連合会ガイドラインにも総合判断説にもない独自のもので 

あるならば、それに基づいて「本件コンクリート基礎が廃棄物でないこと」を説明して下さい。 

 

以上の１～３のいずれによっても、本件コンクリート基礎が廃棄物でないことを説明し得ない場

合には、本件コンクリート基礎は「廃棄物」にあたることになり、「工作物としての解体工事」は違

法になりますので、清水総合開発㈱及び㈱ビルナックスに即刻中止するよう指示されることを要

請いたします。 

注１：回答は、2024年 12月 5日までにお願いいたします。 

注２：緊急を要するため、捺印無しで送りますが、捺印付きの文書が必要であれば、要求してください。 

                                                       以 上 


